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１.（２）① 訪問介護における特定事業所加算の見直し

★ 対象サービス…訪問介護

事業所を適切に評価する観点から、特定事業所加算の見直しが行われました。

なお、運営指導において、訪問介護員等ごとの個別具体的な研修計画が作成されていない、サー

ビス提供責任者の訪問介護員等に対する指示が口頭の伝達で行われており、文書等の確実な方法に

なっていない等の事例が見受けられます。算定要件等を確認し、適切な取扱いをお願いします。

＜根拠法令等＞

H12老企36 第二 ２ (14)

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。

①体制要件

イ 計画的な研修の実施

厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。以下「大臣基準告示」という。）

第３号イ⑴の「訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成」については、

当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のた

めの勤務体制の確保を定めるとともに、訪問介護員等及びサービス提供責任者について個別具体

的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。

ロ 会議の定期的開催

同号イ(2)㈠の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該

指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供責

任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問介護員等

のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開

催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで

差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定期

的」とは、おおむね１月に１回以上開催されている必要がある。

また、会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な

機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

ハ 文書等による指示及びサービス提供後の報告

同号イ(2)㈡の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくと

も、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。

・利用者のADLや意欲

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望

・家族を含む環境

・前回のサービス提供時の状況

・その他サービス提供に当たって必要な事項

なお、「前回のサービス提供時の状況」を除く事項については、変更があった場合に記載するこ

とで足りるものとし、１日のうち、同一の訪問介護員等が同一の利用者に複数回訪問する場合で

あって、利用者の体調の急変等、特段の事情がないときは、当該利用者に係る文書等の指示及び

サービス提供後の報告を省略することも差し支えないものとする。

また、サービス提供責任者が事業所に不在時のサービス提供に係る文書等による指示及びサービ

ス提供後の報告については、サービス提供責任者が事前に一括指示を行い、適宜事後に報告を受

けることも差し支えないものとする。この場合、前回のサービス提供時の状況等については、訪

問介護員等の間での引き継ぎを行う等、適切な対応を図るとともに、利用者の体調の急変等の際

の対応のためサービス提供責任者との連絡体制を適切に確保すること。

同号イ(2)㈡の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、

メール等によることも可能である。
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また、同号イ(2)㈡の訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サー

ビス提供責任者は、文書(電磁的記録を含む。)にて記録を保存しなければならない。

ニ 定期健康診断の実施

同号イ(3)の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた

「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等も含めて、少なくとも１年以内ごとに１回、

事業主の費用負担により実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合にあって

は、少なくとも１年以内に当該健康診断等が実施されることが計画されていることをもって足り

るものとする。

ホ 緊急時における対応方法の明示

同号イ(4)の「明示」については、当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び

対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文

書については、重要事項説明書等に当該内容を明記することをもって足りるものとする。

ヘ 看取り期の利用者への対応体制

ａ 同号イ⑺の㈡については、aからdまでに掲げる基準に適合する事業所のeに掲げる基準に適

合する利用者（以下、「看取り期の利用者」という）に対するサービスを提供する体制をＰ

ＤＣＡサイクルにより構築かつ強化していくこととし、指定訪問介護事業所において行った

看取り期の利用者への対応及び体制構築について評価するものである。

ｂ 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取り期

における対応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針においては、例えば、

次に掲げる事項を含むこととする。

・ 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方

・ 訪問看護ステーション等との連携体制（緊急時の対応を含む。）

・ 利用者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法

・ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式

・ その他職員の具体的対応等

ｃ 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振り返るこ

と等により、看取り期における対応方針の内容その他看取り期におけるサービス提供体制に

ついて、適宜見直しを行う。

ｄ 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等に記録

し、多職種連携のための情報共有を行うこと。

・ 利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録

・ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握

し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録

ｅ 利用者の看取りに関する理解を支援するため、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、

随時、介護記録等その他の利用者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供を行う

際には、適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。

ｆ 指定訪問介護事業所は、入院の後も、家族や入院先の医療機関等との継続的な関わりを

持つことが必要である。

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態

を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、

入院の際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。

ｇ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合

は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載してお

くことが必要である。

また、適切な看取り期における取組が行われていることが担保されるよう、介護記録録

に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族に対する連絡状

況等について記載しておくことが必要である。
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なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、事業所は、

定期的に連絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めてい

くことが重要である。

ｈ 看取り期の利用者に対するサービス提供に当たっては、厚生労働省「人生の最終段階に

おける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意

思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族

と必要な情報の共有等に努めること。

ト 中山間地域等に居住する者へのサービス提供体制

ａ 同号ホ⑵及び⑶については、中山間地域等において、地域資源等の状況により、やむを

得ず移動距離等を要し、事業運営が非効率にならざるを得ない状況の中、指定訪問介護

事業所が利用者へ継続的なサービス提供体制を構築していることについて評価するも

のである。

ｂ 同号ホ⑵の「通常の事業の実施地域（指定居宅サービス等基準第29条第５号に規定する

通常の事業の実施地域をいう。）の範囲内であって、厚生労働大臣が定める中山間地域

等の地域（平成 21年厚生労働省告示第83号）第２号に規定する地域（以下「中山間地

域等」という。）に居住している利用者に対して、継続的に指定訪問介護を提供してい

ること」とは、指定訪問介護事業所における通常の事業の実施地域の範囲内であって、

中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供実績が前年度（３月を除く。）又は届

出日の属する月の前３月の１月当たりの平均で１人以上であることをいう。また、この

場合の実績の平均について、当該期間に指定訪問介護の提供を行った利用実人員を用い

て算定するものとする。

ｃ 同号ホ⑵の「当該利用者の居宅の所在地と最寄りの指定訪問介護事業所との間の距離が

７キロメートルを超える場合に限る」とは、指定訪問介護事業所と利用者の居宅までの

実際の移動に要する距離が片道７キロメートルを超える場合をいうものである。

ｄ 同号ホ⑶については、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総

合的に利用者の在宅生活の継続を支援するため、訪問介護計画について、利用者の心身

の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、指定訪問介護事業所のサービス提供責任

者等が起点となり、訪問介護員等、サービス提供責任者その他地域の関係者が共同し、

随時適切に見直しを行う必要がある。

② 人材要件

イ 訪問介護員等要件

第三号イ(5)の介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び１級課程

修了者の割合については、前年度(３月を除く。)又は届出日の属する月の前３月の１月当た

りの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。た

だし、生活援助従事者研修修了者については、0.5を乗じて算出するものとする。

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは１級課程修

了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者と

すること。

また、看護師等の資格を有する者については、１級課程の全科目を免除することが可能とさ

れていたことから、１級課程修了者に含めて差し支えない。

ロ サービス提供責任者要件

同号イ⑹の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を

問わず介護に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事

期間も含めるものとする。

なお、同号イ⑹ただし書については、指定居宅サービス基準第５条第２項の規定により常勤

のサービス提供責任者を２人配置することとされている事業所については、同項ただし書に

より常勤のサービス提供責任者を１人配置し、非常勤のサービス提供責任者を常勤換算方法

で必要とされる員数配置することで基準を満たすことになるが、本要件を満たすためには、
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常勤のサービス提供責任者を２人 以上配置しなければならないとしているものである。

また、同号ハ⑵の㈠については、指定居宅サービス等基準第５条第２項の規定により配置さ

れることとされている常勤のサービス提供責任者が２人以下の指定訪問介護事業所であっ

て、基準により配置することとされている常勤のサービス提供責任者の数（サービス提供責

任者の配置について、常勤換算方法を採用する事業所を除く。）を上回る数の常勤のサービ

ス提供責任者を１人以上配置しなければならないこととしているものである。

看護師等の資格を有する者については、一級課程の全科目を免除することが可能とされてい

たことから、一級課程修了者に含めて差し支えない。

ハ 勤続年数要件

ａ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、

令和３年４月における勤続年数７年以上の者とは、令和３年３月31日時点で勤続年数

が７年以上である者をいう。

ｂ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人等の経営

する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接

提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

ｃ 第三号ハ⑵の㈡の訪問介護員等の割合については、前年度(３月を除く。）又は届出日の

属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数

を用いて算出するものとする。

③ 重度要介護者等対応要件

第３号イ⑺の㈠の要介護４及び要介護５である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状

若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者並びに社会福祉士及

び介護福祉士法施行規則（昭和61年厚生省令第49号）第１条各号に掲げる行為を必要とす

る者の割合については、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当た

りの実績の平均について、利用実人員又は訪問回数を用いて算定するものとする。なお、「日

常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とす

る認知症である者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を、「社

会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必要とする者」とは、たんの

吸引等（口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は

腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養）の行為を必要とする利用者を指すものとする。ま

た、本要件に係る割合の計算において、たんの吸引等の行為を必要とする者を算入できる事

業所は、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づく、自らの事業又はその一環としてたん

の吸引等の業務を行うための登録を受けているものに限られること。

また、同号イ⑺の㈡eに掲げる看取り期の利用者の利用実績については、当該利用者が前年

度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前３月間において１人以上であることをいう。

また、この場合の実績について、当該期間に指定訪問介護の提供を行った利用実人員を用い

て算定するものとする。

④ 割合の計算方法

②イ及びハの職員の割合並びに③の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いによるものとす

る。

イ 前年度の実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)

については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。

ロ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近

３月間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならな

い。

また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合につ

いては、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。
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４.（１）② 理学療法士等による訪問看護の評価の見直し

★対象サービス・・・（介護予防）訪問看護

令和 6 年度の介護報酬改定に伴い、理学療法士等による訪問看護の評価の見直しが行わ

れました。減算要件に該当しているにもかかわらず減算をしていない事例、減算要件に該当

しないにもかかわらず減算をしている事例が見受けられます。減算要件を再度確認し、適切

な取扱いをお願いします。

〈減算の内容〉

①厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所については、1 回につき

8 単位を所定単位数から減算する。

②厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防訪問看護事業所については、1

回につき 8 単位を所定単位数から減算する。

③12 月を超えて行う場合は、介護予防訪問看護費の減算を算定している場合（②の減算

をしている場合）は、１回につき 15単位を所定単位数から更に減算し、介護予防訪問

看護費の減算を算定していない場合は、１回につき５単位を所定単位数から減算する。

〈理学療法士等による訪問における減算要件〉

①当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による

訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。

②緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していない

こと。

〈根拠法令等〉

（訪問看護の場合）

H12厚告19 別表1 3

注 20 イ⑸について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所

については、１回につき８単位を所定単位数から減算する。

H12老企36 別表1 第2の4（4）⑧

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下⑧において「理学療法士等」という。）に

よる訪問看護は、当該訪問看護事業所における前年の４月から当該年の３月までの期間

の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合は、当該年

度の理学療法士等の訪問看護費から８単位を減算する。前年の４月から当該年の３月ま

での期間の看護職員の訪問回数が理学療法士等による訪問回数以上である場合であって

も、算定日が属する月の前６月間において、緊急時訪問看護加算(Ⅰ)、緊急時訪問看護加
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（介護予防訪問看護の場合）

算(Ⅱ)、特別管理加算(Ⅰ)、特別管理加算(Ⅱ)、看護体制強化加算(Ⅰ)及び看護体制強化

加算(Ⅱ)のいずれも算定していない場合は、理学療法士等の訪問看護費から８単位を減

算する。

なお、⑥の定期的な看護職員による訪問に際し、看護職員と理学療法士等が同時に訪問

した場合、看護職員の訪問看護費を算定する場合は看護職員の訪問回数を積算し、看護職

員の訪問看護費を算定せず、理学療法士等の訪問看護費を算定する場合には、理学療法士

等の訪問回数として積算すること。

また、令和６年度に減算する場合は、令和５年度の訪問回数の実績に応じ、令和６年１

月１日から令和７年３月 31 日までの間で減算することとし、令和７年度以降は前年度

の訪問回数の実績に応じ、翌年度４月から減算とする。

H18厚労告127 別表1 2

注 16 イ⑸について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防訪問

看護事業所については、１回につき８単位を所定単位数から減算する。

注 17 イ⑸について、利用者に対して、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による

指定介護予防訪問看護の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行う場合であって、注 16を

算定しているときは、１回につき 15 単位を所定単位数から減算し、注 16 を算定してい

ないときは、１回につき５単位を所定単位数から減算する。

H18老計317001・老振317001・老老317001 別表1 第2の3（4）⑧

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下⑧において「理学療法士等」という。）

による介護予防訪問看護は、当該介護予防訪問看護事業所における前年の４月から当該

年の３月までの期間の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えて

いる場合は、当該年度の理学療法士等の訪問看護費から８単位を減算する。 前年の４月

から当該年の３月までの期間の看護職員の訪問回数が理学療法士等による訪問回数以上

である場合であっても、算定日が属する月の前６月間において、緊急時介護予防訪問看護

加算(Ⅰ)、緊急時介護予防訪問看護加算(Ⅱ)、特別管理加算(Ⅰ)、特別管理加算(Ⅱ)及び

看護体制強化加算のいずれも算定していない場合は、理学療法士等の訪問看護費から８

単位を減算する。

なお、⑥の定期的な看護職員による訪問に際し、看護職員と理学療法士等が同時に訪問

した場合、看護職員の介護予防訪問看護費を算定する場合は看護職員の訪問回数を積算

し、看護職員の介護予防訪問看護費を算定せず、理学療法士等の介護予防訪問看護費を算

定する場合には、理学療法士等の訪問回数として積算すること。

また、令和６年度に減算する場合は、令和５年度の訪問回数の実績に応じ、令和６年
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〈Q＆A〉

６月１日から令和７年３月 31日までの間で減算することとし、令和７年度以降は前年度

の訪問回数の実績に応じ、翌年度４月から減算とする。

令和６年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）

【(介護予防）訪問看護】

問 28 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）によ

る訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続

して ２回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。

答 28 理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数については、理学療法士等が

連続して２回の訪問を行った場合は、１回と数える。例えば、理学療法士が３月

１日と３月３日にそれぞれ２回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は４回である

が、訪問回数は２回となる。また、理学療法士等が３月５日の午前に１回、午後

に連続して２回訪問を実施した場合は、算定回数は３回、訪問回数は２回となる。

問 29 前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。

答 29 居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照し、訪問回

数を確認すること。

問 30 前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型

訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。

答 30 含まれる。

令和６年度介護報酬改定に関する Q&A（Vol.5）

【（介護予防）訪問看護】

問１ 減算の要件のひとつに「当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えている

こと。」とあるが、この訪問回数は、訪問看護費と介護予防訪問看護費で別々で数

えるのか。それとも合算して数えるのか。

答１ 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を合わせて受け、一体

的に運営されている場合については合算して数える。 同様に、緊急時（介護予

防）訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算（（Ⅰ） 又は（Ⅱ）あるい

は（予防））に係る要件についても、訪問看護費と介護予防訪問看護費における双

方の算定日が属する月の前６月間において、加算の算定実績がない場合には、所

定の単位を減算する。
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１.（２）② 豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護等

の所要時間の取扱いの明確化

★ 対象サービス…通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション

【概要】

豪雪地帯等において、積雪等のやむを得ない事情の中でも継続的なサービス提供を行う観点から、通所介護費等

の所要時間について、利用者の心身の状況（急な体調不良等）に限らず、積雪等をはじめとする急な気象状況の悪

化等によるやむを得ない事情についても考慮することとする。（通知改正）

【算定要件等】

現行の所要時間による区分の取扱いにおいては、現に要した時間ではなく、計画に位置づけられた内容の通所介

護等を行うための標準的な時間によることとされているところ、実際の通所介護等の提供が計画上の所要時間より

も、やむを得ず短くなった場合には計画上の単位数を算定して差し支えないものとしている。

上記「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等

により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当する。

なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を

算定すること。

＜根拠法令等＞

＜ＱＡ＞

「通所介護費等における所要時間の取扱いについて」（令和６年１月12日厚生労働省老健局 認知症施

策・地域介護推進課、老人保健課通知）※抜粋

通所介護費等における所要時間の取扱いについては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に

関する基準」（平成12年厚生省告示第19号）等において、現に要した時間ではなく、計画に位置付けられた

内容の通所介護等を行うための標準的な時間で、それぞれの所定単位数を算定することとしています。

その上で、当該告示等の留意事項通知において、当日の利用者の心身の状況により、実際の通所介護

等の提供が、やむを得ず短くなった場合には、計画上の単位数を算定して差し支えないことをお示ししてい

るところです。この点について、やむを得ない事情の中でもサービス提供を継続していただく観点から、当

日の利用者の心身の状況に限らず、降雪等の急な気象状況の悪化等により、やむを得ず、利用者宅と事業

所間の送迎に平時よりも時間を要し、サービス提供時間内に影響が生じた場合においても、計画上の単位

数を算定して差し支えありません。

なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた

単位数を算定することとされていることは従前のとおりです。

（参考）

● 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び

福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実

施上の留意事項について（平成12年３月１日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長 通知）（抄）

● 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月31日老

計発0331005・老振発0331005・老老発0331018、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）

（抄）

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

問64） 所要時間による区分の取り扱いとして、「降雪等の急な気象状況の悪化等により～」としてい

るが、急な気象状況の悪化等とは豪雨なども含まれるか。
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答64) 降雪に限らず局地的大雨や雷、竜巻、ひょうなども含まれる。例えば、急な気象状況の悪化

等により道路環境が著しく悪い状態等も含むこととして差し支えないため、都道府県・市町村に

おかれては地域の実態に鑑み、対応されたい。

158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219


